
  
 
 
 

 

 

 

 

ＴＫＣシステムで作成する決算書は金融機関からとても高く評価を得ています。その理由

は税務と会計の一気通貫にあります。日々の取引に基づく記帳から決算・申告まで一貫した

プロセスで処理されています。 

ＴＫＣシステムにより作成された信頼性の高い決算書・申告書は税務署へ電子申告すると

同時に、金融機関へも電子で提供することも可能です。（ＴＫＣモニタリング情報サービス） 

 
業務の流れ 

１、日々の取引が発生 

２、証憑（証拠） 

会計処理の基礎的な資料。証憑番号を付 

すことで入力データと証憑の整合性を即 

座に確認することができます。 

３、記帳（会計帳簿） 

４、月次決算×１２カ月 

月次監査によりその正確性・適時性など 

を監査担当者が検証し会計帳簿を閉鎖。 

（過去に遡って仕訳を訂正することがで  

きなくなる） 

５、決算書 

12 回の月次決算と期末整理仕訳によって確定された会計帳簿に基づいて作成。 

６、税務申告書 

決算書と税務申告書の利益の額が一致。 

 

  

決算書と税務申告書が全く別に作成されている場合。（税務と会計が一気通貫でない場

合）以下のような問題が発生します。 

まず、決算書をもとに税務署へ提出する申告書を作成するかどうかは処理する人にゆだね

られます。 

そして、金融機関に提出する決算書と申告書についても、例えば申告書は税務署へ提出し

たものと同じだとしても、決算書は別に作成することが可能になってしまいます。（税務署

へは赤字の決算書、金融機関へは黒字の決算書）複数の決算書が存在していては、企業と金

融機関の信頼関係を構築することはできません。 

その点、ＴＫＣモニタリング情報サービスを利用すれば税務署への税務申告と同時に金融

機関へも同じ内容の決算書が提供され、企業と金融機関の信頼関係構築につながります。 
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記帳適時性証明書は、会計帳簿と決算書・法人税申告書の作成に関する適時性と計算の正

確性を株式会社ＴＫＣが証明する書類です。 

いま、記帳適時性証明書を、融資や金利の優遇判断に活用する金融機関も増えています。 

月次巡回監査を行っている関与先様は、決算書作成の際に発行しています！記帳適時性証

明書で決算書の信頼性は大きくアップします。 

 

 

①「注」欄の◎印の数 

月次監査実施=◎、 

一月遅れ=○ 

②毎月の仕訳数 

③決算書に付した番号 

ＴＫＣでは、決算書と 

会計帳簿の一貫性を証 

明するため決算書の各 

ページ左下に固有番号 

を付しています。 

決算書と会計帳簿が一 

致していることを確認 

できます。 

④決算書と法人税申告書 

が一致している事実 

⑤「中小会計要領」への 

準拠性  

⑥ＴＫＣシステムの継続 

利用期間 

⑦中期（または短期）経 

営計画策定の有無 

ＴＫＣの継続ＭＡＳシ 

ステムを利用して経営 

計画を作成しているこ 

とを確認できます。 

⑧自計化システムの利用 

の有無 

⑨税理士法第 33 条の２ 

に基づく書面添付の有  

無 

⑩顧問税理士が「経営革 

新等支援機関」に認定 

されているかどうか 

(中村会計は認定済み) 

⑪証明書の真正性 
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